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平
成
29
年
３
月
会
議

一
般
質
問

★
体
育
館
・
鏡
野
ド
ー
ム
周
辺
の
整

備
に
つ
い
て

①
災
害
時
の
避
難
者
の
駐
車
場
確
保
は
。

　

鏡
野
ド
ー
ム
は
指
定
避
難
場
所
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
広
域
災
害
時
の

支
援
物
資
拠
点
候
補
施
設
と
し
て
利

用
で
き
る
よ
う
関
係
機
関
と
協
議
を

進
め
ま
す
。

　

駐
車
場
は
近
隣
の
公
共
施
設
、
民

間
施
設
の
協
力
を
得
て
対
応
を
図
り

ま
す
。

②
鏡
野
ド
ー
ム
周
辺
は
病
院
や
消
防

署
が
あ
り
、
緊
急
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
含
め

防
災
訓
練
場
と
し
て
施
設
の
整
備
が

必
要
で
は
。

　

町
の
地
域
防
災
計
画
で
、
鏡
野
地

区
で
は
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
町
総
合

グ
ラ
ウ
ン
ド
が
ヘ
リ
ポ
ー
ト
適
地
で
す
。

　

防
災
訓
練
場
の
確
保
は
既
存
の
施

設
の
有
効
活
用
を
図
り
、
必
要
な
整

備
を
検
討
し
ま
す
。

★
聴
覚
障
害
者
の
行
政
支
援
の
現
状

に
つ
い
て

①
町
内
の
聴
覚
障
害
者
の
把
握
は
。

身
体
障
害
者
手
帳
台
帳
で
す
。

②
ど
の
よ
う
な
行
政
の
支
援
を
行
っ

て
い
る
か
。

　

補
聴
器
の
支
給
、
申
請
に
基
づ
き

県
聴
覚
障
害
者
福
祉
協
会
よ
り
手
話

通
訳
士
の
派
遣
、
必
要
に
応
じ
て
要

約
筆
記
者
の
派
遣
で
す
。

③
、②
に
つ
い
て
聴
覚
障
害
者
の
告
知

放
送
の
対
策
は
。

　

現
状
で
は
希
望
す
る
方
の
機
器
に
パ

ト
ラ
イ
ト
を
取
り
付
け
、
ラ
イ
ト
の

点
灯
で
放
送
を
知
ら
せ
て
い
ま
す
が
、

家
族
の
方
な
ど
が
内
容
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

効
果
的
な
方
法
の
調
査
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

★
今
後
の
障
害
者
福
祉
行
政
の
推
進

に
つ
い
て

①
町
行
政
は
手
話
言
語
に
ど
の
よ
う

に
対
応
す
る
の
か
。

　

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
や
、

障
害
者
基
本
法
で
「
手
話
は
言
語
で

あ
る
。」
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

町
も
そ
の
認
識
に
基
づ
き
、
町
民
が

手
話
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
誰
も

が
心
豊
か
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
づ

く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

②
、①
に
関
し
て
、
手
話
言
語
条
例

の
制
定
は
行
わ
な
い
の
か
。

　

条
例
の
制
定
は
、
国
の
法
律
制
定

に
向
け
た
動
き
や
他
の
地
方
自
治
体

の
動
向
を
見
な
が
ら
検
討
し
ま
す
。

③
手
話
通
訳
士
の
採
用
も
し
く
は
育

成
は
。

　

窓
口
対
応
で
手
話
通
訳
が
で
き
る

職
員
の
育
成
に
努
め
ま
す
。

④
、③
に
関
し
て
業
務
を
手
話
通
訳

に
限
定
せ
ず
、
障
害
者
相
談
支
援
専

門
員
の
資
格
を
取
得
さ
せ
、
障
害
者

全
般
の
総
合
的
支
援
を
す
る
部
署
・

職
員
を
配
置
し
て
は
。

　

保
健
福
祉
課
福
祉
係
が
担
当
し
各

種
相
談
業
務
に
あ
た
って
い
ま
す
。

　

町
社
会
福
祉
協
議
会
内
に
「
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
（
通
称
い
ろ
ど
り
）」

が
設
立
さ
れ
、
障
害
者
相
談
支
援
専

門
員
２
名
配
置
の
も
と
、
保
健
福
祉

課
と
連
携
し
、
障
害
児
者
が
安
心
し

て
生
活
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

★
一
時
保
育
に
つ
い
て

①
今
年
開
園
さ
れ
る
か
が
み
の
中
央

こ
ど
も
園
の
対
応
は
。

　

１
日
あ
た
り
、
保
育
園
に
通
っ
て
い

な
い
お
子
さ
ん
６
人
以
内
、
幼
稚
園

部
に
在
籍
の
お
子
さ
ん
６
人
以
内
の

合
計
12
人
を
預
か
り
ま
す
。

②
園
の
都
合
で
断
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
月
の
利
用
可
能
日
数
も
少
な
い
等

の
不
満
の
声
も
あ
る
が
改
善
は
。

　

遠
足
や
生
活
発
表
会
等
、
園
の
行

事
と
重
な
っ
た
場
合
や
定
員
を
超
え

た
場
合
に
お
断
り
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
で
す
。

　

利
用
回
数
は
一
人
に
つ
き
週
に
３

回
、
月
に
12
回
を
限
度
で
、
近
隣
の

自
治
体
と
同
程
度
で
あ
り
、
理
解
を

願
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
４
月
か
ら
１
日
単
位
の

預
か
り
を
半
日
も
可
と
し
、
利
用
人

数
を
６
人
か
ら
12
人
に
増
や
し
ま
し

た
。

③
利
用
料
金
が
高
く
利
用
で
き
な
い

と
の
声
も
多
い
が
改
善
は
。

　

町
民
の
場
合
１
日
1
，8
0
0
円
、

午
前
利
用
は
1
，0
0
0
円
、
午
後

利
用
は
8
0
0
円
で
す
。
近
隣
の
自

治
体
の
料
金
と
同
程
度
の
設
定
で
す
。

★
町
の
北
部
地
域
の
活
性
化
策
を

①
周
辺
地
域
の
状
況
を
ど
う
考
え
て

い
る
か
。

　

過
疎
化
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
が

か
な
り
進
行
し
、
空
き
家
や
不
耕
作

地
が
増
え
、
農
地
の
荒
廃
も
進
み
、
一

層
の
過
疎
化
が
進
ん
で
い
く
こ
と
を
非

常
に
危
惧
し
ま
す
。

②
集
落
の
維
持
が
困
難
だ
が
、
活
性

化
対
策
を
進
め
る
考
え
は
。

　

未
来
希
望
基
金
事
業
な
ど
で
、
地

元
で
地
域
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

行
政
は
、
農
林
水
産
物
の
特
産
品

化
、
各
種
の
観
光
施
設
の
改
修
・
整

備
な
ど
を
は
じ
め
、
交
通
の
利
便
性

を
高
め
る
た
め
の
道
路
の
整
備
や
、

公
共
交
通
の
維
持
に
も
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

地
域
の
実
情
を
勘
案
し
、
生
活
環

境
の
整
備
や
、
地
域
への
仕
事
づ
く
り

な
ど
活
性
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

③
保
健
師
の
振
興
セ
ン
タ
ー
常
駐
が

無
理
な
ら
派
遣
の
増
員
な
ど
、
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
施
策
が
と
れ
な
い
か
。

　

町
職
員
の
保
健
師
は
育
児
休
暇
・

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
出
向
を
除
く

と
現
在
9
名
で
、
介
護
保
険
係
に
2

名
、健
康
係
に
7
名
配
属
し
て
い
ま
す
。

こ
の
7
名
で
各
種
の
健
康
診
査
や
町

内
12
地
区
の
健
康
教
室
や
訪
問
を
行

い
ま
す
。

　

現
在
週
1
日
で
1
名
が
振
興
セ
ン

タ
ー
に
出
向
き
、
訪
問
活
動
や
相
談

業
務
を
行
い
、
地
区
で
行
わ
れ
る
サ
ロ

ン
に
参
加
し
健
康
情
報
を
伝
え
て
い

ま
す
。
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
公
平
性
や

業
務
の
効
率
性
か
ら
も
、
現
在
の
体

制
で
の
運
営
に
理
解
を
と
考
え
ま
す
。

★
空
き
家
対
策
に
つ
い
て

①
総
合
的
な
対
策
、
計
画
が
必
要
と

思
わ
れ
る
が
。

　

解
体
だ
け
で
な
く
、利
活
用
の
推
進
、

実
態
調
査
に
基
づ
く
空
家
等
対
策
計

画
の
作
成
な
ど
今
後
必
要
な
措
置
を

検
討
し
ま
す
。

②
昨
年
空
き
家
等
の
適
切
な
管
理
を

定
め
た
条
例
化
を
提
案
し
た
が
、
再

考
は
。

　
「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
の
施
行
で
、
空
き
家

等
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
の
利

用
が
認
め
ら
れ
、
所
有
者
等
が
不
明

で
も
代
執
行
が
行
え
、
こ
の
法
律
に

基
づ
き
空
き
家
対
策
へ
の
対
応
が
可

能
で
す
。

　

空
き
家
の
所
有
者
や
市
町
村
の
責

務
も
条
文
化
さ
れ
、
町
独
自
の
条
例

制
定
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

③
倒
壊
の
危
険
等
の
あ
る
特
定
空
き

家
の
把
握
は
し
て
い
る
か
。
地
域
か
ら

の
相
談
件
数
は
。

　

町
内
全
域
に
わ
た
っ
て
は
現
在
把

握
し
て
い
ま
せ
ん
。
地
域
か
ら
の
相
談

は
現
在
４
件
で
す
。
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